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令和７年度宮城県子ども食堂緊急支援事業補助金交付要綱 

 
（趣旨） 

第１ 県は、物価高騰に直面している子ども食堂運営団体等の負担を軽減しその取組を支援するた

め、子ども食堂の運営に要する経費について、予算の範囲内において、宮城県子ども食堂緊急支援

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交

付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、県内で幅広く子どもたち

に対し、無料又は低額で会食又は配食を通じて食事の提供を行う地域に開かれた子ども食堂（食事

の配送を含む。以下「子ども食堂」という。）を実施する事業とする。なお、この要綱において

「会食」とは、会場で集まって食事をすることをいい、「配食」とは、会場で弁当や食事等を配布

することをいう。 

２ 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、別表１のとおりとする。 

 

（補助金の額等） 

第３ 補助対象者に交付する補助金の補助率及び補助限度額は、別表２のとおりとする。 

２ 補助金の交付額は補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。なお、その額に千円未満の端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第４ 補助金の対象経費は、補助対象事業に直接かかる経費とし、別表３のとおりとする。ただし、

次に掲げる経費については、対象外とする。 

（１）国や他の地方公共団体からの補助を受けている経費 

（２）使途が特定できない経費 

（３）その他知事が適当でないと判断する経費 

２ 補助対象経費のうち物品購入費については、補助限度額を１０万円とする。 

 

（補助対象期間） 

第５ 補助金の対象期間は、令和７年１２月１日から令和８年４月１３日までとする。 

 

 



2 

 

（交付申請） 

第６ 規則第３条第１項の規定による補助金等交付申請書の様式は、様式第１号によるものとし、そ

の提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は、別表４のとおりと

する。 

 

（交付決定前着手） 

第７ 交付対象とする事業の着手は、原則として補助金の交付決定日以降に行うものとする。ただ

し、やむを得ない事由により、当該交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、交付決定前

着手届（様式第２号）を提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第８ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助対象事業の内容を変更する場合においては、事業変更承認申請書（様式第３号）によ

り、知事の承認を受けること。ただし、申請額の増加を伴わない軽微な変更にあっては、この

限りでない。 

（２） 補助対象事業の全部を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止・廃止承認申請書

（様式第４号）により、知事の承認を受けること。 

 

（実績報告） 

第９ 規則第１２条第１項の規定による補助事業等実績報告書は、実績報告書（様式第５号）による

ものとし、その提出期限は事業完了の日から１か月を経過した日又は令和８年５月１３日のいずれ

か早い日とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により実績報告書に添付しなければならない書類は、別表５のとおり

とする。 

 

 （確認調査） 

第１０ 第９に規定する実績報告書に基づき、補助対象事業が本要綱に定めるところに従い適正に行

われているかを確認するため、確認調査を行う。 

２ 確認調査の項目は、知事が別に定めることとする。 

３ 確認調査は、必要に応じて事業が完了する前に実施できるものとする。 

 

（交付方法） 

第１１ 補助金は、事業の完了後に事業者が提出する補助金請求書（様式第６号）に基づいて、規則
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第１３条に規定する補助金の額を交付するものとする。ただし、知事が補助対象事業の遂行上必要

と認めるときは、規則第１５条ただし書きの規定により、別表６に定める範囲において、概算払い

により交付できるものとし、その請求書の様式は様式第７号によるものとする。 

 

（財産の管理） 

第１２ 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

（関係書類の保管等） 

第１３ 事業者は補助対象事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業が終

了した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

２ 事業者は、その組織を解散するとき又は合併するときは、あらかじめ関係書類の保管等に関して知

事に協議しなければならない。 

 

（その他） 

第１４ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年１２月１９日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

 

 

 

 

別表２

補助率
補助限度額

（１事業者あたり）

3/4 300千円

別表１
補助対象者

次の各号に掲げる要件を全て満たす団体・個人
（１）申請時に県内において子ども食堂を運営していること。
（２）子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届を施設の所在地を管轄する保健所（支
　　所）に届け出ている(施設の所在地が仙台市の場合は、福祉食事サービス事業開始届を所
　　管する保健所（各区役所衛生課）に提出している。)こと又は食品衛生法に基づく営業許
　　可を受けていること。
（３）本事業補助対象期間中に県内での活動の実績が確認できること。
（４）補助対象事業に係る収支について明確に把握し報告できること。
（５）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第２号に規定する暴力団
　　又は同条第４号に規定する暴力団員等の統制の下にないこと。
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別表６

請求上限額

補助金交付決定額の５割
※ 概算払請求額に係る千円未満の端数は切り捨てるものとする。

別表４

交付申請書の添付書類

（１） 事業計画書（様式第１号‐１）
（２） 申請額計算書（様式第１号‐２）
（３） 申請額計算内訳書（様式第１号‐３）
（４） 団体の規約等（任意様式）
（５） 役員名簿（任意様式）
（６） 子ども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届の写し、福祉食事サービス事業開始
　　 届の写し又は食品衛生法に基づく営業許可書の写し
（７） 暴力団排除に関する誓約書（様式第８号）
（８） 交付決定前着手届（様式第２号）　※交付決定前に事業を開始する場合

別表３

補助対象経費 経費の内訳

光熱水費 子ども食堂の運営に必要な電気、ガス、水道、灯油代等

食材購入費
食事の提供に要する食材の購入費
※飲用アルコールは補助対象外（料理酒として使用する場合は
この限りでない）

物品購入費
子ども食堂の運営に必要な物品の購入費
（例：調理器具、食器、容器、洗剤、消毒液等）

印刷費 子ども食堂の運営に必要なチラシ等の印刷費

会場使用料
子ども食堂の開催のための会場使用料
※自宅や事務所等は除く。

配送交通費 ガソリン代、配送車レンタル料等

その他知事が必要
と認める経費

個別事情を勘案し必要と認める経費

別表５

実績報告書の添付書類

（１） 活動実績報告書（様式第５号‐１）
（２） 子ども食堂活動実績（様式第５号‐１別紙）　※開催日ごとに作成すること。
（３） 事業費決算書（様式第５号‐２）
（４） 事業費決算書内訳書（様式第５号‐３）
（５） 支出確認票（参考様式）
（６） 領収証書等貼付用紙（参考様式）
（７） その他知事が必要と認める書類


